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申
込
み
に
必
要
な
物

①
保
育
所
入
所
申
込
書
お
よ
び
家

庭
状
況
表（
事
前
に
記
入
し
、

記
入
漏
れ
の
な
い
よ
う
注
意
し

て
く
だ
さ
い
）

②
勤
務
・
内
職
証
明
書
等
、
日
中

に
保
育
で
き
な
い
こ
と
を
証
明

す
る
書
類

③
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
確
定
申
告

書
の
写
し（
平
成
20
年
分
）

④
印
鑑

※
①･

②
の
用
紙
は
福
祉
課
に
あ

り
ま
す
。

※
③
に
つ
い
て
は
平
成
21
年
2
月

　

27
日
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。（
期
限
厳
守
）

※
保
育
士
に
よ
る
、
お
子
様
の
面

接
を
行
い
ま
す
の
で
、
必
ず
お

子
様
同
伴
に
て
お
越
し
く
だ
さ

い
。

●
入
所
基
準

◦
保
護
者
が
日
中
居
宅
外
で
労
働

す
る
こ
と
を
常
態
注

と
し
て
い

る
こ
と

◦
保
護
者
が
日
中
居
宅
内
で
家
事

以
外
の
労
働
を
す
る
こ
と
を
常

態
と
し
て
い
る
こ
と

◦
子
ど
も
の
母
親
が
妊
娠
中
、
ま

た
は
、
出
産
後
間
が
な
い
こ
と

◦
保
護
者
が
病
気
や
ケ
ガ
、
ま
た

は
心
身
に
障
害
が
あ
る
場
合

◦
保
護
者
が
病
人
や
心
身
に
障
害

が
あ
る
親
族
を
常
時
介
護
し
て

い
る
場
合

◦
災
害
を
受
け
た
世
帯
で
保
育
が

で
き
な
い
場
合

注
：
常
態
と
は
、
1
日
4
時
間
以

上（
昼
休
み
を
除
く
実
労
時
間
）

か
つ
週
4
日
以
上
保
育
に
欠
け

る
こ
と
。

※
保
護
者
が
保
育
で
き
な
く
て

も
、
家
庭
に
保
育
で
き
る
人
が

い
る
場
合
は
、
入
所
の
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。

●
予
定
定
員　

　

北
保
育
所
27
名

　

中
央
保
育
所
15
名

　

南
保
育
所
17
名

　

な
お
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は

選
考
に
な
り
ま
す
。

●
保
育
時
間　

　

平
日　

8
時
30
分
～
16
時
30
分

（
時
間
外
保
育
7
時
30
分
～
8

時
30
分
・
16
時
30
分
～
18
時
30

分
）

　

土
曜
日　

8
時
30
分
～
12
時
30

分（
時
間
外
保
育
7
時
30
分
～

8
時
30
分
、12
時
30
分
～
13
時
）

●
保
育
年
齢　

　

北
・
中
央
保
育
所
は
6
か
月
児

か
ら
、
南
保
育
所
は
8
か
月
児

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
小
学
校
就
学

前
ま
で
。

●
保
育
料　

　

保
護
者
の
所
得
状
況
や
保
育
年

齢
に
よ
り
決
定
。

問　

福
祉
課
児
童
係

２
１
６
０

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が

社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、
年
末
調
整
や
確
定
申

告
の
際
は
、
忘
れ
ず
に
申
告
し
ま

し
ょ
う
。

  

国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い
に

つ
い
て
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、
保
険
料
の
支
払
い

を
証
明
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

  

申
告
の
際
に
は
、
社
会
保
険
庁

か
ら
送
付
さ
れ
る
『
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除
証
明

書
』（
は
が
き
）や
保
険
料
を
納
め

た
と
き
に
交
付
さ
れ
る
領
収
証
書

を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
今
年
₉
月
30
日
ま
で
に
、
国
民

年
金
保
険
料
の
納
付
実
績
の
あ

る
方
→
控
除
証
明
書
は
、
11
月

に
社
会
保
険
庁
か
ら
送
付
さ
れ

ま
す
。

◎
10
月
₁
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で

の
間
に
今
年
初
め
て
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
た
方
→
控
除
証

明
書
は
、
２
月
に
社
会
保
険
庁

か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

○ 

控
除
証
明
書
に
記
載
さ
れ
て

い
る
月
分
以
外
の
保
険
料
を
12
月

31
日
ま
で
の
間
に
納
付
し
た
場
合

は
、「
領
収
証
書
」
を
添
付
し
て

申
告
で
き
ま
す
。

○ 

世
帯
主
ま
た
は
配
偶
者
と
し

て
ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
し
た
場
合
は
、
納
付
し
た
方

が
そ
の
保
険
料
を
申
告
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

控除証明書に関する
お問い合わせ先

専用ダイヤル	 0 ５ ７ 0 － 0 ７ 0 － 1 1 ７
ＩＰ電話からは	 0 3 － ６ ７ ４ ８ － ８ ８ ８ 2
（平成２０年１１月₄日～２１年₃月１３日までの平日₉時～１７時）

または大宮社会保険事務所	 ６ ５ 2 － 3 3 ９ ９

 保育所の
入所申込み
（新規）を受け
付けます
町では、平成21年₄月からの
入所希望者申請を受け付けます。
■受付日時　
　12月₂日（火） ₉時～16時
　　　₃日（水） 13時～16時
　　　₅日（金） ₉時～12時
■場所
　役場₃階第₃会議室

（予備日）
　12月₆日（土） ₉時～12時　
　予備日の受付は中央保育所内に
　なります。

国
民
年
金
保
険
料

控
除
証
明
書
が

送
ら
れ
ま
す

東北新幹線走行試験
に伴う列車夜間走行
を実施します
　JR東日本では、デジタル列車
無線を使用した列車番号送受信装
置の更新に伴い、次のとおり夜間
走行を実施します。沿線の皆様の
ご理解ご協力をお願いします。
走行日時
11月18日㈫　₁時40分～₃時10分
予備日：平成21年₁月20日㈫
走行区間
大宮駅～小山駅間　上下線
列車本数　上下計₂本
※走行時刻は計画であり、当日の
列車運行状況や試験の進捗状況に
より変動することがあります。
問　東日本旅客鉄道株式会社大宮
支社設備部企画課 ６４2－７４23
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固
定
資
産
税
は
、
毎
年
1
月
1

日（
賦
課
期
日
）に
、固
定
資
産（
土

地
、
家
屋
、
償
却
資
産
）を
所
有

し
て
い
る
人
に
賦
課
さ
れ
る
税
金

で
す
。

　

こ
こ
で
い
う
所
有
者
と
は
、
原

則
と
し
て
土
地
、
家
屋
に
つ
い
て

は
賦
課
期
日
に
登
記
簿
に
記
載
さ

れ
て
い
る
方
で
す
。
売
買
契
約
済

み
で
あ
っ
て
も
登
記
が
済
ん
で
い

な
け
れ
ば
旧
所
有
者
に
な
り
ま

す
。

　

固
定
資
産
税
の
税
額
は
、
固
定

資
産
を
評
価
し
、
そ
の
価
格（
評

価
額
）を
基
に
課
税
標
準
額
を
算

定
し
、課
税
標
準
額
に
税
率（
1.4
％
）

を
掛
け
て
算
出
し
ま
す
。

　

土
地
、
家
屋
は
、
原
則
と
し
て

基
準
年
度
に
評
価
を
し
、
基
準
年

度
の
翌
年
度
お
よ
び
翌
々
年
度
は

基
準
年
度
の
評
価
額
を
据
え
置
き

ま
す
。

　

来
年
の
平
成
21
年
度
が
基
準
年

度
に
な
り
ま
す
。

【
土
地
の
評
価
】

　

土
地
の
評
価
は
地
目
別
に
行
い

ま
す
。
そ
の
う
ち
、
宅
地
の
評
価

に
つ
い
て
は
、
地
価
公
示
価
格
等

の
７
割
が
目
安
と
な
り
ま
す
。
そ

の
た
め
、
地
価
公
示
価
格
の
上
昇

や
下
落
に
よ
り
評
価
額
が
変
動
し

ま
す
。

　

地
価
公
示
価
格
の
町
内
の
状
況

は
、
平
成
18
年
ま
で
は
下
落
し
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
上
昇
に
転

じ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
平
成

21
年
度
評
価
替
え
で
は
、
宅
地
価

格
な
ら
び
に
宅
地
価
格
を
基
準
と

し
て
評
価
す
る
雑
種
地（
駐
車
場

等
）な
ど
の
評
価
額
も
上
昇
す
る

見
込
み
で
す
。

【
家
屋
の
評
価
】

　

平
成
21
年
度
新
築
に
よ
り
新
た

に
課
税
さ
れ
る
物
件
に
つ
い
て

は
、
平
成
19
年
1
月
1
日
を
基
準

と
し
た
再
建
築
費
に
よ
り
計
算
さ

れ
、
既
存
家
屋
の
場
合
は
、
前
評

価
年
度
価
格
に
新
旧
評
価
基
準
間

（
3
年
間
）の
東
京
都
に
お
け
る
物

価
変
動
割
合
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

補
正
率
に
よ
り
修
正
し
て
算
出
さ

れ
ま
す
。

　

な
お
、
土
地
の
利
用
状
況
や
、

建
物
の
増
改
築
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
課
税
年
度
の
1
月
1
日
の
状

況
で
判
断
し
、
評
価
を
し
直
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。

【
償
却
資
産
】

　

平
成
21
年
度
以
降
に
お
け
る
評

価
が
耐
用
年
数
の
変
更
に
よ
り
一

部
変
わ
り
ま
す
。

　

減
価
率
は
耐
用
年
数
に
よ
る
た

め
、
耐
用
年
数
が
変
わ
れ
ば
減
価

率
も
変
更
と
な
り
、
ひ
い
て
は
そ

の
年
の
評
価
額
も
変
更
と
な
り
ま

す
の
で
、
償
却
資
産
の
申
告
に
あ

た
っ
て
は
十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

　

今
ま
で
増
加
・
減
少
の
み
申
告

い
た
だ
い
て
い
る
場
合
、
既
存
の

も
の
で
も
耐
用
年
数
が
変
更
に
な

る
償
却
資
産
に
つ
い
て
は
、
評
価

額
が
変
更
に
な
る
た
め
、
必
ず
申

告
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
平
成
21
年
度
に
お
け
る
土
地
評

価
の
改
正
点
】

　

平
成
21
年
度
か
ら
、
市
街
地
宅

地
評
価
法（
市
街
地
的
な
形
態
を

形
成
す
る
地
域
に
適
用
さ
れ
る
評

価
方
法
）に
よ
る
評
価
を
、
す
べ

て
の
市
街
化
区
域
な
ら
び
に
第
34

条
第
11
号
区
域（
希
望
ヶ
丘
、光
ヶ

丘
、
氷
川
、
細
田
山
、
津
地
）に

適
用
し
ま
す
。

　

市
街
地
宅
地
評
価
法
と
は
、
路

線
価
式
宅
地
評
価
法
と
も
い
わ

れ
、
道
路
に
基
準
と
な
る
価
格

（
路
線
価
）を
つ
け
て
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
土
地
価
格
を
算
定
す
る
も

の
で
す
。
今
ま
で
の
標
準
地
か
ら

の
比
準
に
よ
る
土
地
評
価
に
比

べ
、
道
路
の
状
況
や
施
設
へ
の
接

近
状
況
な
ど
に
よ
る
価
格
差
が
反

映
さ
れ
、
よ
り
正
確
で
公
平
な
評

価
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

問　

税
務
課
固
定
資
産
税
係

２

１
５
３

　

古
紙
・
古
着
の
回
収
に
は
、

品
目
ご
と
に
収
集
す
る
車
両
が

異
な
る
た
め
、
ご
み
集
積
所
に

は
、
品
目
ご
と
に
ま
と
め
て
お

出
し
く
だ
さ
い
。

　

特
に
箱
型
の
集
積
所
を
ご
利

用
の
方
は
、
紙
製
包
装
容
器
と

古
着
を
集
積
箱
の
外
側
の
、
通

行
に
支
障
の
な
い
と
こ
ろ
に
お

出
し
く
だ
さ
い
。

　

こ
れ
ら
の
紙
類
の
み
を
品
目

ご
と
に
ま
と
め
、
ヒ
モ
で
縛
っ

て
集
積
所
に
お
出
し
く
だ
さ

い
。

※
ビ
ニ
ー
ル
袋
な
ど
に
入
れ
ず

に
お
出
し
く
だ
さ
い
。

　

左
記
に
掲
げ
る
も
の
は
、
再

資
源
化
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん

の
で
、
可
燃
ご
み
の
収
集
日
に

お
出
し
く
だ
さ
い
。

◦
油
・
食
品
な
ど
で
汚
れ
た
紙

◦
洗
剤
や
線
香
な
ど
の
に
お
い

　

が
つ
い
た
紙

◦
フ
ァ
ッ
ク
ス
や
レ
シ
ー
ト
な

　

ど
の
感
熱
紙

◦
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
に
か
け
た
紙

◦
複
写
式
の
カ
ー
ボ
ン
紙

　

今
後
と
も
、
ご
み
の
分
別
に

ご
協
力
い
た
だ
き
、
資
源
の
再

利
用
と
ご
み
の
減
量
に
努
め
、

環
境
に
や
さ
し
い
住
み
よ
い
町

に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

問　

環
境
対
策
課

２
２
５
２

紙
製
包
装
容
器
と
は
？

紙リサイクルマーク
のついたお菓子や
玩
が ん ぐ

具の紙箱、紙袋、
包み紙などの紙類

ご
存
じ
で
す
か
？

固
定
資
産
税

ご
存
じ
で
す
か
？

固
定
資
産
税

◦新聞
◦牛乳パック
◦段ボール
◦雑誌

紙製包装
容器

古着

ご
み
収
集「
古
紙
・
古
着
」

分
別
し
品
目
ご
と
に
ま
と
め
て
出
し
て
く
だ
さ
い

　固定資産税における償
却資産の評価額は、前年
中に取得された償却資産
については、取得価格×
（₁－減価率／₂）、前年
前に取得された償却資産
については、前年度の価
格×（₁－減価率）となり
ます。


